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本研究会議の進め方について



■ 本研究会議の進め方について
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○令和４年４月12日 スーパーシティ型国家戦略特区として、大阪市が区域指定

○年内に、規制改革項目を中心とする区域計画の案に加え、大阪のスーパーシティの
全体像を表す全体計画を作成

大阪府市スーパーシティ構想の提案内容
先端国際医療の提供として、「国籍や場所を問わず、先端国際医療サービスを
日常的に享受することができる環境の整備」などを提案

区域計画の案の検討にあたり、万博終了後の夢洲において、万博レガシーを活かし、
外国人患者が安心・安全に診療を受けられる医療環境の整備について、
医療機関設置の可能性を含め、必要となる基本的考え方について検討するため、
研究会議を立ち上げ専門家の意見を聴取する。

本研究会議の設置目的



■ 本研究会の進め方について

◇ スケジュール（案）

夢洲において医療機関を設置する場合の方針（案）
・ 国際医療貢献の拠点となりうるものを想定
・ 医療サービスの対象は外国人患者
・ 府内の大学病院等の先端医療機関へつなぐゲートウェイ機能を備える
・ 自由診療を行う
・ 外国人医師・看護師も医療に参加

※事前に各委員からヒアリングした結果をもとに作成

◇万博終了後の夢洲において求められる国際医療の環境整備
◇とりわけ、医療機関設置の可能性

本日ご議論いただきたい主なポイント

国際医療の環境整備
について、スーパーシティ
全体計画に反映

第１回
（7月1日）

・意見交換
・必要な論点整理

第２回
（8月中）

・事務局案をもとに議論
・意見とりまとめ

事務局において
検討・調整

以降、必要に応じて
医療機関設置を含め
具体的に検討

夢洲における国際医療のあり方研究会議 大阪府・大阪市
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資料１-２

大阪府・大阪市スーパーシティ構想（抜粋）



■ スーパーシティにおける提案内容

3



■ スーパーシティにおける提案内容
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